
 

 

             

令和 6年 7月 10日 

文部科学大臣 

  盛山 正仁 殿 

 

公益社団法人 日本文化財保護協会 

会 長  坂 詰 秀 一 

理事長  山 口   寛 

 

要 望 書 

 

平素より公益社団法人日本文化財保護協会の活動にご理解をいただき、また多大なる

ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

貴省におかれましては、総合的な文化行政の推進のため、文化芸術の創造・発展・継

承と教育の充実、文化芸術を通じた共生社会の実現、イノベーションの創造や国家ブラ

ンドの構築など、文化芸術立国の実現に向けた施策の展開、また、全国各地の文化財の

保存・活用、博物館の振興、文化観光の推進など、様々な取組を強力に推進されていま

すことに深く敬意を表しております。 

また、国民共有の財産である埋蔵文化財を適切に保存・活用するための諸課題へのご

指導ならびに、社会情勢の変化に伴う開発事業の増加、専門職員の担い手不足等の諸問

題の解決についてもご尽力されており、貴省のご指導のもと、諸課題の解決等に当協会

もその一翼を担えればと考えております。 

当協会は、民間調査組織による文化財保護推進の立場から、わが国の文化芸術の振興

に寄与することを目的として内閣府の公益社団法人認定を受けており、発掘調査を通し

て、わが国の埋蔵文化財の保存・活用に取り組んでおります。 

文部科学省、文化庁のご意向を尊重し、自治体、外部機関等とも連携を図りながら、

円滑な調査の実施と国民への還元を行っていくことを目的とし、下記の事項について要

望いたしますので格段のご高配を賜りたく、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 
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１．埋蔵文化財事業の現状と解決すべき課題 

（課題１） 

発掘届出件数の増加に対し、専門職員数が年々減少し続けている問題 

文化庁「埋蔵文化財関係統計資料」によりますと、わが国の発掘届出等件数は年々増

加傾向で推移し、令和３年度は８１，５４４件と過去最大となっております。その一方、

埋蔵文化財担当専門職員数は平成１２年頃の７千人台をピークに年々減少し、令和４年

度には５，４９５名となっています。この発掘届出件数増加と専門職員数減少という状

況は、今後さらに厳しさを増すものと推測します（３、４頁をご参照下さい）。 

このような状況により、国・都道府県レベルの重要プロジェクトへの工期遅延等への

影響、行政担当者の業務逼迫や労働環境劣化、専門職員不足による品質低下など埋蔵文

化財事業従事者への影響や埋蔵文化財事業自体への信用低下も懸念されています。 

以下の新聞報道にもありますように、周知の事実として認識されつつあり、早急な対

策が必要と認識しております。 

 

「発掘の人員足りぬ県内 県外から派遣受ける事態に」 

「県内調査員不足 発掘人材確保へ中長期的視点で」（2023 年 7月 9日 信濃毎日新聞） 
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『埋蔵文化財関係統計資料』－令和 5 年度－ 

令和 6 年 3 月 文化庁文化財第二課(抜粋)  

発掘届出等件数の推移図 
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埋蔵文化財専門職員数の推移図 
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（課題２） 

民間企業への委託における統一基準が無いことによる諸問題 

国は、様々な通知や調査研究委員会報告等により自治体への調査指針の提示や体制整

備の在り方を示していますが、調査自体は自治事務であり各自治体の判断に委ねられる

ため、調査体制、作業員等の雇用関係、安全体制等の全国的な統一基準がなく、結果的

に成果物の品質にも大きなばらつきが発生しています。 

主な問題事例を列挙します。 

 

（問題事例１） 

行政による民間企業の埋蔵文化財支援業務の入札は、統一的な入札参加基準が無いた

め、専門的な知識や実績を評価されず、結果的に不当な価格競争にさらされている。 

 

（問題事例２） 

埋蔵文化財作業員の設計単価には、土木作業員、軽作業員、行政によっては一般アル

バイト並みの作業区分として募集する場合もあり、地域によっては最低賃金に近い雇用

も見られる。炎天下・屋外での作業、専門的知識が必要な作業にも関わらず不当に安い

賃金適用となり、作業員不足による調査業務の遅延や現場での事故発生等が懸念される。 

 

（問題事例３） 

 一部の行政では、埋蔵文化財事業を営む民間企業に対して、従業員への自治体への転 

籍を直接呼び掛けるような事象も起きている。 

 

 これらは、埋蔵文化財事業全体が直面している課題であり、かつ現行法の下では解決

できない問題と認識しています。国・自治体・教育機関・民間企業がこの問題を直視し、

連携を図る必要があると認識しています。 
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２．当協会が要望したいこと 

前項で指摘した「解決すべき課題」に対し、ご検討いただきたい内容を短期・中期・ 

長期で整理しました。いずれも「専門職員数不足」「全国的な統一基準がない」という

根本的な問題解決が必要と考えますが、自治体・関係財団等の発注機関には、適宜、当

協会の民間活力をご活用いただきますよう、ご指導をお願い致します。 

 

（短期的な要望）地方行政機関等、発注機関に対してご指導いただきたいこと 

①埋蔵文化財作業員の設計単価設定と地域による格差の是正 

 作業員の専門知識や安全確保を考慮した賃金水準の設定と、統一的な作業区分

を設定した単価基準作業区分を設けることで、地域による格差是正に向けたご指

導をお願い申し上げます。 

 

②低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の活用 

入札契約適正化法において、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべ 

   き事項としてダンピング受注の防止が明記されており、低入札価格調査制度又は 

最低制限価格制度の活用を徹底していただきますよう、ご指導をお願い申し上げ 

ます。 

 

③仕様書及び特記仕様書の明確化と適正な契約変更の実施 

発注業務の仕様書及び特記仕様書において、正確な積算が可能となるように、

遺跡の時代や性格、範囲、遺構の密度、重要度、各遺構面までの深さ、遺構面の

数等を明確するとともに、発注業務仕様書記載の遺構・遺物の数量と現地発見遺

構・遺物の数量の増減に伴う契約変更が生じる場合は、迅速な協議の上、適正な

契約変更を実施していただきますよう、ご指導をお願い申し上げます。 

 

（中期的な要望）埋蔵文化財事業の資格制度確立について 

① 当協会資格制度「埋蔵文化財調査士・調査士補資格」の活用について 

当協会は、民間調査組織の技術者に対して、埋蔵文化財調査のための専門技術、 

知識を育成し調査成果の品質向上等を目的に、平成１９年度より１７年間にわた 

り、第三者委員会（学識者・行政出身者を代表する有識者）の厳選な審査のもと 

に筆記・面接試験による資格認定を行っております。 

当協会会員の発掘調査技術者は、令和５年１２月現在、８８０名の資格取得者

が登録しており、埋蔵文化財行政業務の一翼を担う有能な人材を輩出している

ものと確信しております。また、資格取得者には、当協会のＣＰＤ制度（継続教

育）を義務付けており、技術研修会および調査士会の支援を受け、調査力の自己

研鑚を重ねております。 

つきましては、国民共有の財産である埋蔵文化財をより適切に保存・活用する

ために行われる埋蔵文化財調査業務には、当協会の資格制度（埋蔵文化財調査

7



 

 

士・埋蔵文化財調査士補）を参加要件に奨励していただきますようお願い申し上

げます。 

 

②文化財の継承・質の維持のための専門性認定制度の検討・創設について 

平成３０年５月の文化財保護法の改正に伴う衆・参文部科学委員会付帯決議に示

された「文化財に係る専門的知識を有する人材」育成のため、文化財各分野に即し

た認定制度実現に向け、既存の、文化庁による行政内の埋蔵文化財能力認定と、民

間調査組織の公益社団法人 日本文化財保護協会による「埋蔵文化財調査士」、一

部の大学グループによる「考古調査士」等の資格認定などが存在しています。文化

庁の指導の下、それらを統合的に整理し、実効性のある資格認証制度と創設するよ

うご検討をお願い申し上げます。 

 

（長期的な要望）業態の明確化（業登録） 

都道府県によって、埋蔵文化財発掘調査業務における品質や手法に格差があるの 

はわが国の財産として大きな問題であります。資格、研修、評価など品質担保に必 

要な事項の統一基準化を図り、産学官の連動した人材育成ならびに業務の円滑化を

図るため、埋蔵文化財調査業務等の業登録制度の実現をご検討いただきますようお

願い申し上げます。 
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資料当協会の概要と公益活動の成果について 

（１）当協会の概要（豊富な調査実績と専門技術者・調査員の保有について） 

当協会会員数は、現在８１社、年間総額２７０億円（令和４年度実績）、国・

地方自治体、開発事業者等から発掘調査等（試掘・確認調査、本格発掘調査、

整理調査、報告書作成等）の受託実績を保有しております。 

当協会会員の民間調査組織は、埋蔵文化財調査業の能力と実績を備え、こ

れまでも調査主体として発掘調査を行う一方、発掘調査支援業務も行ってお

ります。また、貴省の文化庁京都移転に伴い、令和５年８月に京都事務所を

開所し、地域文化の振興や文化財の保存・活用に関し、貴省との連携強化を

図ってまいります。また、令和３年度より地方自治体の埋蔵文化財行政機関

等と各種協議を行うため、全国に地元会員主体の５支部を設置し、地域に根

ざした活動を行っております。 

つきましては、民間調査組織として今後とも文化財保護に真摯に取り組ん

でまいります。 

 

当協会の従事技術者数および資格取得者数は、以下の通りです。 

（埋蔵文化財調査要覧より） 

従事技術者数（文化財部門）        １，６３７名 

埋蔵文化財調査士               ４３７名 

埋蔵文化財調査士補              ４４３名 

＜参考＞ 

日本考古学協会会員              ２７３名 

学芸員                    ５３６名 

一級土木施工管理技士             ８３７名 

二級土木施工管理技士             ４１６名 

測量士                  １，４２５名 

測量士補                 １，００２名 

令和５年１２月現在 

 

(２)公益活動について 

①災害復興・防災対策への対応  

自然災害発生時には、国・地方自治体のそれぞれが行う復興事業に伴う発

掘調査を全ての行政機関が短期間のうちに実施するには困難であり、被災地

の復興事業に必要となる発掘調査に対して積極的に協力してまいる所存です。 

その一例として、今般、長野県教育庁からの指示により、長野県埋蔵文化財

センターが行う、令和元年の台風１９号による洪水被災を受け、国と地域行

政が連携して進めている、治水対策「信濃川水系（千曲川）緊急治水対策プロ

ジェクト」に伴う上今井遊水地整備事業に係る埋蔵文化財調査業務について
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協力要請をいただいております。この事業は調査対象となる地区が広大で、

また期間的制約も厳しく、当センターの事業体制のみで調査を進めることは

困難なため、専門性の高い会員企業で組織された当協会の活動をご評価いた

だいたものと認識しています。平成２５年には、東日本大震災からの復興事

業に係る埋蔵文化財調査に協力した実績もご評価があってのことと認識して

います。 

本年４月には、長野県埋蔵文化財センターから対象地区が３８万平方メー

トルに及ぶ発掘調査支援業務を一括で受託いたしました。本事業は、今後４

年間は継続的な発注が予定されており、全協会会員に参加を呼び掛け、協会

会員の総力を結集してご期待にお応えすべく対応してまいります。 

（日刊建設工業新聞 令和 6年 5月 17日掲載） 

 

②技術革新のための調査研究への参画  

開発事業と重要な埋蔵文化財の保存を持続的に両立させるために、貴省と

研究機関が連携して実施される「埋蔵文化財発掘調査に関する技術革新のた

めの調査研究」の施策に関して、当協会も積極的に参画させていただき、埋

蔵文化財の事前把握を推進するために有効な技術の開発・普及、記録の作成

作業のデジタル化など、新たな埋蔵文化財保護システム構築の実現に向け、

一翼を担えるよう取り組んでまいります。 
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③若手・女性技術者の育成・活躍の推進支援 

当協会会員各社は、積極的に若手・女性を雇用し、かつ技術者として育成

し、主任調査員（発掘担当者）に代わる担い手となる現場従事経験者（若手

調査員・調査補助員等）を幅広く登用し、良好な就業現場の整備を目指して

取り組んでおりますので、格別のご支援をお願い申し上げます。 

 

④インターンシップ（就業体験）の受け入れ支援 

当協会の会員各社は、考古学を学んでいる学生に対し、発掘現場での体験

学習を通して「遺跡調査」、「遺構検出及び測量」、「写真撮影」、「調査報告書

作成」などの発掘調査に係る基本を取得できる就業体験の機会を積極的に提

供しており、若手人材の育成、職業選択・適正の見極め等に活用いただいて

おります。また上述のとおり、行政機関においても専門職員不足が深刻化し

ており、行政職員の実務体験にもご活用いただけると考えております。 

 

⑤発掘調査、現場作業のためのマニュアル・ハンドブック類の刊行 

当協会では、考古学を学び、これから本格的に発掘調査を行うにあたって

の入門書として、遺跡調査ハンドブック「準備・基本編」を令和６年度に刊

行いたします。考古学の発掘調査を行うために必要な事項と心構えを、写真

を多用し簡便な説明で項目別に記述しております。また、本書は、考古ハン

ドブックの第１分冊「準備・基本編」として発刊するもので、今後は、第２

分冊「安全対策編」、第３分冊「遺構・整理調査編」として発刊を予定してお

ります。 

 

⑥考古検定の実施 

当協会では、考古学への親しみやすさ、興味等を広げる活動の一環として全 

国の遺跡や出土した遺物、考古学の知識を問う「考古検定」を平成２３年よ 

り実施しております。 

 

⑦観光考古学会の運営協力 

令和元年５月、観光と考古学の融合を図り、文化財の調査・研究と保存と

活用を学び、地域振興を目指した「観光考古学会」が、民間をはじめ大学関

係者等とともに設立されました。現在では行政担当者や研究者の他、学生や

一般の方々などが会員に加わり、当協会は活動に協力をしております。 

 

以上 
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